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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
を
次
の
よ
う
に
策
定
し
た
の
で
、
感
染
症

の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
平
成
二
十
七

年
四
月
二
十
八
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

蚊
媒
介
感
染
症
に
関
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針

国
際
的
な
人
の
移
動
の
活
発
化
に
伴
い
、
国
内
で
の
感
染
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
感
染
症
に
つ
い
て
、
海
外
か
ら
持

ち
込
ま
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。
デ
ン
グ
熱
な
ど
の
蚊
が
媒
介
す
る
感
染
症
（
以
下
「
蚊
媒
介
感
染
症
」
と
い
う

。
）
に
つ
い
て
も
、
海
外
で
感
染
し
た
患
者
の
国
内
で
の
発
生
が
継
続
的
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

我
が
国
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
、
デ
ン
グ
熱
に
国
内
で
感
染
し
た
患
者
が
、
昭
和
十
七
年
か
ら
二
十
年

ま
で
の
間
に
か
け
て
報
告
さ
れ
て
以
来
、
約
七
十
年
ぶ
り
に
報
告
さ
れ
た
。
現
在
、
デ
ン
グ
熱
に
つ
い
て
は
、
ワ
ク
チ

ン
や
特
異
的
な
治
療
法
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
デ
ン
グ
出
血
熱
と
呼
ば
れ
る
重
篤
な
症
状
を
呈
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
蚊
媒
介
感
染
症
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
に
は
、
平
常
時
か
ら
感
染
症
を
媒
介
す
る
蚊
（
以
下
「
媒
介
蚊
」
と

い
う
。
）
の
対
策
を
行
う
こ
と
、
国
内
に
お
い
て
蚊
媒
介
感
染
症
が
媒
介
蚊
か
ら
人
に
感
染
し
た
症
例
（
以
下
「
国
内

SKOPO
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感
染
症
例
」
と
い
う
。
）
を
迅
速
に
把
握
す
る
こ
と
、
発
生
時
に
的
確
な
媒
介
蚊
の
対
策
を
行
う
こ
と
、
蚊
媒
介
感
染

症
の
患
者
に
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
こ
と
な
ど
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
国
内
感
染
症
例
が
発
生

し
た
蚊
媒
介
感
染
症
は
、
予
防
接
種
の
普
及
に
よ
り
年
間
数
件
の
発
生
に
と
ど
ま
る
日
本
脳
炎
に
限
ら
れ
て
お
り
、
感

染
症
対
策
の
一
環
と
し
て
、
平
常
時
に
お
け
る
媒
介
蚊
の
対
策
だ
け
で
な
く
、
国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
が

国
内
で
発
生
し
た
際
の
媒
介
蚊
の
対
策
が
十
分
に
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
近
年
、
各

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
媒
介
蚊
の
対
策
に
関
す
る
知
識
や
経
験
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
と
も
に
、
国
民
の
媒
介
蚊
に

対
す
る
知
識
や
危
機
感
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
、
媒
介
蚊
の
対
策
を
含
む
蚊
媒
介
感
染
症
の
対
策
の
充
実
が
喫
緊

の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
経
路
、
流
行
し
た
場
合
に
社
会
に
与
え
る
影
響
等
に
鑑
み

る
と
、
行
政
関
係
者
や
医
療
関
係
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
民
一
人
一
人
が
そ
の
予
防
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

蚊
媒
介
感
染
症
で
あ
る
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
国
内
感
染
症
例
が
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
日
本
国
内
に
広
く
分
布
す
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ

マ
カ
が
媒
介
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
い
ず
れ
も
海
外
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
っ
た
者
が
帰
国
又
は
入

国
す
る
例
（
以
下
「
輸
入
感
染
症
例
」
と
い
う
。
）
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
輸
入
感
染
症
例
を
起
点
と
し
て

国
内
で
の
感
染
が
拡
大
す
る
可
能
性
が
常
に
存
在
す
る
。
蚊
媒
介
感
染
症
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
マ
ラ
リ
ア

、
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、
日
本
脳
炎
な
ど
が
あ
る
。
マ
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
は
、
媒
介
蚊
で
あ
る
ハ
マ
ダ
ラ
カ
が
国
内
の
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人
口
が
密
集
し
て
い
る
地
帯
に
は
生
息
し
て
い
な
い
。
ウ
エ
ス
ト
ナ
イ
ル
熱
に
つ
い
て
は
、
発
症
し
て
い
る
際
の
人
の

血
中
に
お
け
る
ウ
イ
ル
ス
量
が
少
な
く
、
媒
介
蚊
の
み
を
介
し
た
人
か
ら
人
へ
の
感
染
環
が
成
立
し
な
い
こ
と
か
ら
、

デ
ン
グ
熱
や
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
と
比
し
て
、
輸
入
感
染
症
例
を
起
点
と
し
て
国
内
感
染
症
例
が
発
生
す
る
可
能
性
は
低

い
。
日
本
脳
炎
に
つ
い
て
は
、
効
果
的
な
ワ
ク
チ
ン
が
既
に
存
在
し
、
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
に
基
づ
く
定
期
の
予
防
接
種
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
現
時
点
で
は
、
デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク

ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
そ
の
感
染
が
国
内
で
拡
大
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
本
指
針
で

は
、
デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
を
、
重
点
的
に
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
蚊
媒
介
感
染
症
に
位
置
付
け
、
こ

れ
ら
の
感
染
症
の
媒
介
蚊
で
あ
る
ヒ
ト
ス
ジ
シ
マ
カ
が
発
生
す
る
地
域
に
お
け
る
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

発
生
の
予
防
と
ま
ん
延
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
以
外
の
蚊
媒
介
感
染
症
（
ウ
エ

ス
ト
ナ
イ
ル
熱
、
黄
熱
、
西
部
ウ
マ
脳
炎
、
東
部
ウ
マ
脳
炎
、
日
本
脳
炎
、
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
ウ
マ
脳
炎
、
マ
ラ
リ
ア
、
野

兎
病
及
び
リ
フ
ト
バ
レ
ー
熱
）
に
つ
い
て
も
、
共
通
す
る
対
策
は
必
要
に
応
じ
て
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

と

本
指
針
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
、
適
切
な
リ
ス
ク
評
価
を
行
っ
た
上
で
、
必
要

な
範
囲
に
お
い
て
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
国
、
地
方
公

共
団
体
、
医
療
関
係
者
、
国
民
等
、
全
て
の
関
係
者
が
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
施
策
に
つ
い
て
、
新
た
な
方

向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

本
指
針
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
予
防
・
治
療
等
に
関
す
る
最
新
の
科
学
的
知
見
、
本
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指
針
に
基
づ
く
取
組
の
進
捗
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
こ
れ
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一

平
常
時
の
予
防
対
策

一

基
本
的
考
え
方

蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
国
、
都
道
府
県
等
（
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
、
市
町
村
（
保
健
所
を
設
置
す
る
市
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
医
療
関
係
者
等
の
関
係
者
及

び
国
民
一
人
一
人
が
連
携
し
て
予
防
に
取
り
組
む
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
予
防
対
策
の
積
み
重
ね
に
よ

り
、
社
会
全
体
に
お
け
る
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

二

一
般
的
な
予
防
方
法
の
普
及

国
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
国
民
に
対
し
、
個
人
及
び
地
域
で
実
施
可
能
な
予
防
方
法
と
し
て
、
媒
介

蚊
の
発
生
源
の
対
策
、
肌
を
で
き
る
だ
け
露
出
し
な
い
服
装
や
忌
避
剤
の
使
用
等
に
よ
る
防
蚊
対
策
、
ワ
ク
チ
ン

が
あ
る
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
は
予
防
接
種
等
の
普
及
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
国
、
都
道
府
県
等
は

、
海
外
に
渡
航
す
る
者
に
対
し
、
現
地
で
流
行
し
て
い
る
蚊
媒
介
感
染
症
、
防
蚊
対
策
、
黄
熱
等
の
予
防
接
種
、

マ
ラ
リ
ア
予
防
薬
の
服
薬
な
ど
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
予
防
方
法
に
関
す
る
知
識
の
周
知
徹
底
を
図
り
、
海
外
へ
渡

航
す
る
者
が
海
外
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
蚊
媒
介
感
染
症
が
国
内
に
持
ち
込

ま
れ
る
頻
度
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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三

平
常
時
の
対
応

国
は
、
空
港
及
び
海
港
周
辺
に
お
い
て
、
海
外
か
ら
の
媒
介
蚊
の
侵
入
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
、
必

要
に
応
じ
て
駆
除
等
の
措
置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
に
関
す
る
人
及
び
蚊
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
リ
ス
ク
評
価
を
行
う
も

の
と
す
る
。
訪
問
者
数
が
多
く
、
か
つ
、
蚊
の
生
息
に
適
し
た
場
所
が
存
在
す
る
大
規
模
公
園
な
ど
、
リ
ス
ク
評

価
の
結
果
、
注
意
が
必
要
と
さ
れ
た
地
点
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
市
町
村
と
連
携
し
つ
つ
、
施
設
等
の

管
理
者
等
の
協
力
を
得
て
、
定
点
を
定
め
た
媒
介
蚊
の
発
生
状
況
の
継
続
的
な
観
測
（
以
下
「
定
点
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
」
と
い
う
。
）
、
媒
介
蚊
の
幼
虫
の
発
生
源
の
対
策
及
び
媒
介
蚊
の
成
虫
の
駆
除
、
当
該
地
点
に
長
時
間
滞
在

す
る
者
又
は
頻
回
に
訪
問
す
る
者
に
対
す
る
予
防
の
た
め
の
防
蚊
対
策
に
関
す
る
注
意
喚
起
や
健
康
調
査
な
ど
の

対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
輸
入
感
染
症
例
に
つ
い
て
、
媒
介
蚊
の
活
動
が
活
発
な
時
期
で
あ
る
か
否
か
や
周
辺
の
媒
介

蚊
の
発
生
状
況
に
留
意
し
つ
つ
、
当
該
者
の
国
内
で
の
蚊
の
刺
咬
歴
等
の
確
認
を
行
う
と
と
も
に
、
医
療
機
関
と

連
携
し
、
蚊
媒
介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
、
血
液
中
に
病
原
体
が
多
く
含
ま
れ
る
た
め
蚊
を
媒
介

し
て
感
染
拡
大
の
リ
ス
ク
が
あ
る
期
間
（
以
下
「
病
原
体
血
症
期
」
と
い
う
。
）
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊

対
策
や
献
血
の
回
避
の
重
要
性
に
関
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
国
は
、
国
内
感
染
症
例
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、
人
及
び
媒
介
蚊
に
つ
い
て
の
積
極
的
疫
学
調
査
（
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感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法

」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
に
基
づ
く
調
査
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
に
関
す
る
手
引
を
作
成
す
る
。
都
道
府
県

等
は
、
当
該
手
引
を
踏
ま
え
、
平
常
時
か
ら
国
内
発
生
時
ま
で
の
具
体
的
な
行
動
計
画
等
を
整
備
す
る
こ
と
と
す

る
。国

民
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
対
す
る
正
し
い
知
識
を
持
ち
、
海
外
へ
の
渡
航
時
は
、
予
防
の
た
め
の
防
蚊
対
策

を
実
行
す
る
と
と
も
に
、
帰
国
後
、
発
熱
な
ど
で
医
療
機
関
を
受
診
す
る
場
合
は
海
外
へ
の
渡
航
歴
を
伝
え
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
蚊
媒
介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
医
師
や
行
政
機
関
の
助
言
に
従
い

、
病
原
体
血
症
期
に
お
い
て
、
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
を
確
実
に
実
施
し
て
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
、
献
血
を
控
え
る
こ
と
、
行
政
機
関
が
実
施
す
る
積
極
的
疫
学
調
査
に
協
力
す
る
こ
と
な
ど
、
蚊
媒
介

感
染
症
の
国
内
発
生
の
予
防
の
た
め
に
必
要
な
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
二

発
生
動
向
の
調
査
の
強
化

一

基
本
的
考
え
方

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
平
常
時
か
ら
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
情
報
の
収
集
及
び
分
析
を
進
め
る
と
と
も
に

、
国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
感
染
症
例
の
発
生
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
感
染
の
原
因
を
特

定
す
る
た
め
、
正
確
か
つ
迅
速
に
発
生
動
向
を
調
査
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
の
調
査
の
強
化



七
頁

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
の
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
医
師
の
届
出
に
よ
る
患
者
の

情
報
の
み
な
ら
ず
、
患
者
の
検
体
か
ら
検
出
さ
れ
た
病
原
体
に
関
す
る
情
報
及
び
定
点
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
よ
る
媒

介
蚊
の
増
減
な
ど
の
情
報
も
含
め
、
総
合
的
に
分
析
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

三

医
師
に
よ
る
診
断
及
び
届
出

国
は
、
デ
ン
グ
熱
や
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
等
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
迅
速
か
つ
正
確
な
診
断
が
全
国
的
に
可
能
と
な

る
よ
う
、
体
外
診
断
用
医
薬
品
（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
体
外
診
断
用
医
薬
品
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
の
広
範
な
利
用
に
向
け
て
、
必
要
に
応
じ
支
援
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
国
は
、
医
師
が
デ
ン
グ

熱
や
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
等
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
が
確
定
し
た
患
者
に
つ
い
て
直
ち
に
届
出
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
診
断
か
ら
届
出
に
至
る
一
連
の
手
順
等
を
示
し
た
手
引
を
作
成
し
、
公
益
社
団
法
人
日
本
医
師
会
（

以
下
「
日
本
医
師
会
」
と
い
う
。
）
の
協
力
を
得
て
、
医
師
に
周
知
す
る
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
蚊
媒
介
感

染
症
の
診
断
が
な
さ
れ
た
後
に
お
い
て
も
医
師
等
の
医
療
関
係
者
に
患
者
の
検
体
等
の
提
出
を
依
頼
す
る
こ
と
と

す
る
。

四

日
本
医
師
会
と
の
協
力

国
は
、
日
本
医
師
会
を
通
じ
て
、
患
者
が
発
生
し
た
際
の
検
体
等
の
提
出
に
つ
い
て
の
協
力
を
依
頼
す
る
も
の



八
頁

と
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
診
断
し
た
患
者
に
対
し
て
、
病
原
体
血
症
期
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
及
び
献

血
の
回
避
の
重
要
性
に
関
す
る
指
導
を
行
う
よ
う
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
。

五

病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
の
実
施

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
輸
入
感
染
症
例
及
び
国
内
感
染
症
例
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
提
出
さ
れ
た
全
て
の

検
体
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
を
実
施
し
、
病
原
体
の
血
清
型
等
を
解
析
す
る
と
と
も
に

、
必
要
に
応
じ
て
病
原
体
の
遺
伝
子
配
列
の
解
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
感
染
経
路
の
究
明
等
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。
都
道
府
県
等
は
、
病
原
体
の
遺
伝
子
検
査
等
を
実
施
し
た
場
合
、
そ
の
結
果
を
速
や
か
に
国
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

六

国
際
的
な
発
生
動
向
の
把
握
等

蚊
媒
介
感
染
症
は
我
が
国
の
み
な
ら
ず
世
界
中
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
国
際
的
な
蚊
媒
介
感
染

症
の
発
生
及
び
流
行
の
状
況
を
常
時
把
握
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
国
民
、
特
に
海
外
へ
渡
航
す
る
者
に
注
意
喚
起

を
行
う
と
と
も
に
、
新
興
の
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
は
診
断
検
査
法
を
整
備
す
る
な
ど
、
対
策
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

第
三

国
内
感
染
の
ま
ん
延
防
止
対
策

一

基
本
的
考
え
方

国
、
都
道
府
県
等
、
市
町
村
、
医
療
関
係
者
等
の
関
係
者
及
び
国
民
一
人
一
人
が
予
防
に
取
り
組
む
こ
と
が
基



九
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本
で
あ
り
、
そ
の
予
防
対
策
の
積
み
重
ね
に
よ
り
、
国
内
で
の
ま
ん
延
の
防
止
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。

二

国
内
発
生
時
の
対
応

国
内
に
常
在
し
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
感
染
症
例
が
発
生
し
た
場
合
、
当
該
症
例
が
発
生
し
た
市
町
村
、

都
道
府
県
等
及
び
国
等
の
間
で
、
迅
速
に
情
報
共
有
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
住
民
等
へ
の
注
意
喚
起

を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
国
内
感
染
症
例
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
全
て
の
症
例
に
対
し
て
積
極
的
疫
学
調
査
を
実

施
し
、
国
内
で
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
場
所
（
以
下
「
推
定
感
染
地
」
と
い
う
。
）
に
関
す

る
情
報
を
収
集
す
る
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
推
定
感
染
地
の
周
辺
の
媒
介
蚊
の
密
度
調
査
等
を
実
施
す
る
こ

と
と
す
る
。
積
極
的
疫
学
調
査
の
結
果
、
他
の
都
道
府
県
等
へ
の
情
報
提
供
を
要
す
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、

迅
速
に
情
報
提
供
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
他
の
都
道
府
県
等
と
の
間
で
連
携
を
取
り
つ
つ
、
対
策
を
講
じ
る
こ

と
と
す
る
。
ま
た
、
蚊
媒
介
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
は
、
病
原
体
血
症
期
の
蚊
の
刺
咬
歴
等
を
確

認
す
る
と
と
も
に
、
医
療
機
関
と
連
携
し
、
病
原
体
血
症
期
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊
対
策
や
献
血
の
回
避

の
重
要
性
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
と
す
る
。

都
道
府
県
等
は
、
国
内
の
同
一
地
点
、
同
一
期
間
又
は
同
一
集
団
内
で
複
数
の
国
内
感
染
症
例
が
発
生
す
る
こ

と
、
異
な
る
患
者
の
検
体
か
ら
分
離
さ
れ
た
病
原
体
の
遺
伝
子
配
列
が
一
致
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
推
定
感
染



一
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地
が
あ
る
程
度
特
定
さ
れ
た
場
合
、
現
地
に
お
け
る
法
第
三
十
五
条
に
基
づ
く
蚊
の
密
度
調
査
等
の
結
果
や
、
当

該
推
定
感
染
地
が
公
園
等
の
公
共
施
設
で
あ
る
と
き
は
、
利
用
者
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染

が
拡
大
す
る
蓋
然
性
の
評
価
を
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
都
道
府
県
等
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
感
染
が
拡
大
す
る
蓋

然
性
に
関
す
る
評
価
の
結
果
に
応
じ
、
法
第
二
十
八
条
に
基
づ
き
施
設
等
の
管
理
者
等
や
市
町
村
へ
の
有
効
か
つ

適
切
な
蚊
の
駆
除
の
指
示
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
推
定
感
染
地
の
管
理
者
等
や
市
町
村
と
連
携
し
て
、
一
定
の

区
域
の
立
入
制
限
等
を
含
む
媒
介
蚊
の
対
策
を
実
施
す
る
こ
と
と
す
る
。
市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府

県
の
指
示
の
下
、
有
効
か
つ
適
切
な
蚊
の
駆
除
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
媒
介
蚊
の
密
度
調
査
等
を
実
施
す
る
場
合
、
当
該
調
査
等
に
従
事
す
る

者
が
蚊
媒
介
感
染
症
に
か
か
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
防
蚊
対
策
を
徹
底
す
る
も
の
と
す
る
。

国
民
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
感
染
し
た
も
の
と
診
断
さ

れ
た
際
は
、
医
師
や
行
政
機
関
の
助
言
に
従
い
、
病
原
体
血
症
期
に
お
い
て
は
、
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
防
蚊
対

策
を
確
実
に
実
施
し
て
蚊
に
刺
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
献
血
を
控
え
る
こ
と
、
行
政
機
関
が
実
施
す
る
積

極
的
疫
学
調
査
に
協
力
す
る
こ
と
な
ど
、
感
染
の
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
協
力
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

第
四

医
療
の
提
供

一

基
本
的
考
え
方

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
医
師
が
蚊
媒
介
感
染
症
の
患
者
を
適
切
に
診
断
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
関
係



一
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機
関
等
と
連
携
し
、
良
質
の
医
療
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
医
療
機
関
に
向
け
た
情
報
発
信
の
強
化
等
を
図
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

二

診
断
及
び
治
療
体
制
の
整
備

一
部
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
感
染
症
例
は
現
時
点
で
は
ま
れ
な
事
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
診
療
に
当

た
る
医
師
が
早
期
の
診
断
と
適
切
な
治
療
を
実
施
で
き
る
よ
う
、
他
の
感
染
症
と
の
鑑
別
診
断
や
治
療
方
針
等
に

つ
い
て
、
診
断
か
ら
治
療
ま
で
に
至
る
一
連
の
手
順
等
を
示
し
た
手
引
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
日
本
医
師
会
の

協
力
を
得
つ
つ
医
師
に
周
知
す
る
。
ま
た
、
国
は
、
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
を
始
め
と
す
る
現
時
点
で
は
国
内
感
染
症

例
の
報
告
が
な
い
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
も
、
地
域
医
療
を
担
う
医
師
が
感
染
症
の
専
門
家
に
円
滑
に
相
談
で

き
る
よ
う
、
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
」
と

い
う
。
）
、
日
本
医
師
会
、
関
係
諸
学
会
等
と
連
携
し
つ
つ
、
協
力
体
制
の
構
築
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

三

医
療
関
係
者
に
対
す
る
普
及
啓
発

国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
日
本
医
師
会
、
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
始
め
と
す
る
感
染
症
指
定
医
療
機

関
等
と
連
携
し
、
医
療
機
関
に
対
し
て
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
国
内
外
で
の
発
生
・
流
行
状
況
に
関
す
る
情
報
、
輸

入
感
染
症
例
及
び
国
内
感
染
症
例
の
疫
学
情
報
、
媒
介
蚊
や
蚊
媒
介
感
染
症
の
診
断
・
治
療
に
関
す
る
知
見
、
院

内
で
の
防
蚊
対
策
の
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
積
極
的
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五

研
究
開
発
の
推
進



一
二
頁

一

基
本
的
考
え
方

国
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
特
性
に
応
じ
た
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
対
策
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
た
め
、
必
要
な
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

ワ
ク
チ
ン
等
の
研
究
開
発
の
推
進

デ
ン
グ
熱
及
び
チ
ク
ン
グ
ニ
ア
熱
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
ワ
ク
チ
ン
の
実
用
化
に
向
け
た
研
究
開
発
が
進
め
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
国
は
、
必
要
に
応
じ
て
蚊
媒
介
感
染
症
の
ワ
ク
チ
ン
の
研
究
開
発
を
推
進
し
て
い
く

も
の
と
す
る
。
ま
た
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
、
迅
速
診
断
検
査
法
の
開
発
、
媒
介
蚊
を
駆
除
す
べ
き
場
所
の

選
定
方
法
、
薬
剤
の
選
択
や
散
布
方
法
な
ど
を
含
め
た
有
効
か
つ
適
切
な
媒
介
蚊
の
駆
除
方
法
の
検
討
、
薬
剤
に

よ
ら
な
い
新
た
な
媒
介
蚊
の
駆
除
方
法
の
開
発
、
地
理
情
報
シ
ス
テ
ム
（

）
や
植
生
図
を
活
用
し
た
媒
介

G
I
S

蚊
の
分
布
調
査
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
の
構
築
な
ど
、
蚊
媒
介
感
染
症
へ
の
対
策
に
資
す
る
研
究
を
推
進
す

る
も
の
と
す
る
。

三

疫
学
研
究
の
推
進

国
は
、
人
及
び
環
境
に
お
け
る
詳
細
な
リ
ス
ク
因
子
の
解
明
に
関
す
る
研
究
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
罹
患
し
た
場

合
に
お
け
る
重
症
化
の
要
因
の
究
明
に
関
す
る
研
究
等
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

四

研
究
機
関
の
連
携
体
制
の
整
備

国
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
、
地
方
衛
生
研
究
所
、
大
学
等
か
ら
な
る
研
究



一
三
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機
関
の
連
携
体
制
を
整
備
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
成
果
の
相
互
活
用
の
推
進
を
図
る
も
の
と
す
る
。

五

研
究
評
価
の
充
実

国
は
、
研
究
の
成
果
を
的
確
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、
研
究
の
成
果
を
広
く
一
般
に
還
元
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

第
六

人
材
の
養
成

一

基
本
的
考
え
方

蚊
媒
介
感
染
症
や
媒
介
蚊
に
関
す
る
幅
広
い
知
識
や
技
術
を
有
す
る
人
材
を
養
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

人
材
の
養
成
に
当
た
っ
て
は
、
国
及
び
都
道
府
県
等
の
ほ
か
、
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
始
め
と
す
る

感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
大
学
、
日
本
医
師
会
、
関
係
諸
学
会
等
の
関
係
機
関
が
連
携
し
、
研
修
を
実
施
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

二

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
に
お
け
る
人
材
の
養
成

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
人
及
び
媒
介
蚊
に
つ
い
て
の
積
極
的
疫
学
調
査
の
研
修
、
蚊
の
捕
集
、
同
定
、

密
度
調
査
及
び
駆
除
に
関
す
る
研
修
、
病
原
体
検
査
の
研
修
等
を
通
じ
、
蚊
媒
介
感
染
症
や
媒
介
蚊
に
関
す
る
知

識
や
技
術
を
有
す
る
職
員
を
養
成
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
こ
う
し
た
人
材
の
養
成
及
び
継

続
的
な
確
保
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

三

医
療
分
野
に
お
け
る
人
材
の
養
成
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国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
日
本
医
師
会
、
国
立
国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
を
始
め
と
す
る
感
染
症
指
定
医
療
機

関
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
蚊
媒
介
感
染
症
に
対
す
る
医
療
に
関
し
て
専
門
的
知
識
を
有
す
る
医
師
等
の
医
療

関
係
者
の
養
成
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。

四

国
に
よ
る
支
援
及
び
人
材
の
養
成

国
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
、
国
立
保
健
医
療
科
学
院
等
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
に
対
し
て
必

要
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
研
修
の
中
核
を
担
う
人

材
の
養
成
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
七

国
際
的
な
連
携

一

基
本
的
考
え
方

国
は
、
世
界
保
健
機
関
を
始
め
と
す
る
国
際
機
関
や
諸
外
国
の
政
府
機
関
と
の
連
携
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り

、
我
が
国
の
蚊
媒
介
感
染
症
の
対
策
の
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

二

諸
外
国
と
の
情
報
交
換
の
推
進

国
は
、
世
界
保
健
機
関
を
始
め
と
す
る
国
際
機
関
や
諸
外
国
の
政
府
機
関
へ
情
報
発
信
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
の
機
関
と
の
間
で
情
報
交
換
等
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
国
際
的
な
蚊
媒
介
感
染
症
の
発
生
動
向
の
把

握
、
諸
外
国
に
お
い
て
効
果
を
上
げ
て
い
る
対
策
の
研
究
等
に
努
め
、
国
や
研
究
者
等
と
の
間
に
お
い
て
、
蚊
媒

介
感
染
症
に
関
す
る
研
究
や
取
組
の
成
果
等
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
情
報
交
換
を
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。
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三

国
際
機
関
へ
の
協
力

蚊
媒
介
感
染
症
の
流
行
国
に
お
け
る
対
策
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
な
保
健
水
準
の
向
上
に
貢
献
す
る
の

み
な
ら
ず
、
輸
入
感
染
症
例
の
発
生
の
低
減
に
つ
な
が
り
、
ひ
い
て
は
、
国
内
感
染
症
例
の
発
生
の
予
防
に
も
寄

与
す
る
こ
と
か
ら
、
国
は
、
世
界
保
健
機
関
を
始
め
と
す
る
国
際
機
関
や
諸
外
国
の
政
府
機
関
と
連
携
し
な
が
ら

、
国
際
的
な
蚊
媒
介
感
染
症
の
対
策
の
取
組
に
関
与
し
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
八

対
策
の
推
進
体
制
の
充
実

一

基
本
的
考
え
方

蚊
媒
介
感
染
症
の
対
策
を
推
進
す
る
た
め
に
、
施
策
の
検
討
及
び
評
価
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。

二

都
道
府
県
に
お
け
る
対
策
の
た
め
の
会
議
等

蚊
媒
介
感
染
症
に
つ
い
て
は
、
大
規
模
公
園
等
の
同
一
地
点
等
で
感
染
し
た
国
内
感
染
症
例
が
広
域
に
拡
散
す

る
な
ど
、
市
町
村
間
の
区
域
を
越
え
た
一
体
的
な
対
応
を
必
要
と
す
る
事
例
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府

県
は
、
感
染
症
の
専
門
家
、
媒
介
蚊
の
専
門
家
、
医
療
関
係
者
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
、
特
別
区
及
び
市
町
村

の
担
当
者
、
蚊
の
防
除
を
行
う
事
業
者
等
か
ら
な
る
蚊
媒
介
感
染
症
の
対
策
の
た
め
の
会
議
を
設
置
し
、
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。
同
会
議
で
は
、
蚊
媒
介
感
染
症
の
対
策
の
検
討
や
、
実
施
し
た
対
策
の

有
効
性
等
に
関
す
る
評
価
を
行
う
ほ
か
、
適
時
、
必
要
に
応
じ
て
対
策
を
見
直
す
と
と
も
に
、
関
係
者
に
よ
る
定
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期
的
な
研
修
を
実
施
す
る
場
と
し
て
活
用
す
る
。

三

普
及
啓
発
の
充
実

国
、
都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
感
染
症
の
専
門
家
、
媒
介
蚊
の
専
門
家
、
医
療
関
係
者
、
報
道
機
関
等
と

連
携
し
、
蚊
媒
介
感
染
症
及
び
媒
介
蚊
に
関
す
る
正
し
い
知
識
や
、
行
政
機
関
が
実
施
す
る
媒
介
蚊
へ
の
対
策
や

積
極
的
疫
学
調
査
へ
の
協
力
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
周
知
を
図
る
も
の
と
す
る
。

国
は
、
関
係
省
庁
及
び
関
係
機
関
と
連
携
し
、
検
疫
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
旅
行
会
社
等
を
通
じ
、
海
外
に
渡

航
す
る
者
向
け
の
情
報
提
供
及
び
注
意
喚
起
を
よ
り
一
層
強
化
す
る
も
の
と
す
る
。

都
道
府
県
等
及
び
市
町
村
は
、
住
民
向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
等
を
通
じ
、
媒
介
蚊
へ
の
対
策
の
重
要
性
に
つ

い
て
周
知
す
る
と
と
も
に
、
平
常
時
か
ら
地
域
住
民
の
協
力
を
得
て
蚊
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

体
制
の
構
築
に
努
め
る
こ
と
と
す
る
。


